
給与所得者の方の計算方法（会社員・パート等） 

現在の勤務先へ 

就職をした日が 

前年の1月1日 

以前の方 

前年の1月2日 

以降の方 

源泉徴収票（例） 

この金額が所得金額になります。。 

※給与金額には、交通費は含み 

ませんのでご注意ください。 

次のいずれかにあてはまるケースをお選び頂き、収入を計算をしてください。 

 

①前年の1月2日以降に就職をして、現在までに1年以上勤務している方 

  勤務した翌月から1年間の給与額＋支払済賞与＝推定年間収入額 

 

②前年の1月2日以降に就職をして、現在まで勤務期間が1年未満の方 

  勤務した翌月からの合計給与額÷月数×12＋支払済賞与＝推定年間収入額 

 

③前年の1月2日以降に就職をして、現在まで1ヶ月分の給与が支給されていない方。 

  雇用条件による固定給×12＝推定年間総収入額 

①年間総収入金額（推定収入金額）が、 

「1,628,000円未満」の場合は 
 

⇒端数処理をしないで所得金額計算式にすすんでください。 

③年間総収入金額（推定収入金額）が、 

「6,600,000円以上」の場合は 
 

⇒端数処理をしないで所得金額計算式にすすんでください。 

（例）年収額が、「4,205,658円」の場合 

   4,205,658÷4,000＝1,051.41… 

                  ↓ 

                1,051×4,000＝4,204,000円 

                          （端数整理後の額） 

【給与所得の計算方法】 
 

年間総収入金額（推定収入金額）については、以下の手順で年間総所得金額に計算してください。 

この推定年間総収入額を下記の計算式にあてはめ、

所得金額を計算してください。。 

②年間総収入金額（推定収入金額）が、 

「1,628,000円以上～6,599,999円以下」の場合は 
 

⇒4,000で端数処理のうえ、所得計算式にすすんでください。 

前年分の書類をご用意ください。 

（例） 申込みが平成26年の場合、平成25年分を用意する。 


